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た
だ
、
こ
の
五
つ
の
問
題
点
の
検
討
に
は
い
る
前
に
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
次
の
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
試
案
の
中
間

法
人
制
度
を
創
設
す
る
目
的
の
一
つ
に
、
｜
‐
積
極
的
に
不
特
定
多
数
の
者
の
利
益
の
実
現
を
目
的
と
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
設
立

許
可
が
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
公
益
法
人
」
や
、
「
事
業
内
容
が
営
利
企
業
の
事
業
と
競
合
す
る
に
至
っ
た
公
益
法
人
」
か
ら
の
転
換
の

受
け
皿
を
用
意
す
る
と
い
う
目
的
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
「
２
．
３
．
２
．
２
試
案
の
中
間
法
人
創
設
の
必
要
性
と
の
関
係
」
を

参
照
。
）
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
具
体
的
に
、
ど
の
公
益
法
人
に
つ
い
て
転
換
が
必
要
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
の
か
、

ま
た
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
公
益
法
人
に
つ
い
て
特
別
に
立
法
す
る
必
要
は
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
は
議
論
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
試
案
の
中
間
法
人
へ
の
転
換
が
予
定
さ
れ
て
い
る
公
益
法
人
が
有
し
て
い
る
資
産
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
そ
の
源
泉

は
な
に
か
、
と
い
う
実
態
調
査
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
実
態
を
正
確
に
確
認
し
た
上
で
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
が
あ
る
。

本
意
見
の
内
容
は
、
筆
者
が
平
成
一
二
年
六
月
三
○
日
に
法
務
省
に
提
出
し
た
意
見
書
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

本
意
見
で
は
、
五
つ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
「
中
間
法
人
」
概
念
の
混
乱
、
試
案
の
中
間
法
人
の
営
利
法
人
性
、

準
則
主
義
の
新
法
人
形
態
の
創
設
と
税
制
、
監
督
な
き
中
間
法
人
に
よ
る
共
済
事
業
、
資
産
承
継
法
人
・
同
族
持
株
法
人
と
し
て
の
利
用
、

と
い
う
五
つ
の
問
題
点
で
あ
る
。

１
は
じ
め
に

１
．
１
基
本
的
な
視
点

法
学
志
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第
九
十
八
巻
第
一
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試
案
が
創
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
中
間
法
人
は
準
則
主
義
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
し
か
も
、
対
外
的
な
営
利
活
動
を
行
う
こ
と
も
予
定
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
今
後
、
営
利
活
動
を
行
お
う
と
す
る
人
・
団
体
が
ビ
ジ
ネ
ス
・
プ
ラ
ン
を
立
て
る
作
業
に
着
手
し
、
そ
の
一
環
と

し
て
目
的
と
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
を
営
む
の
に
最
適
な
法
人
の
形
態
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
会
社
（
株
式
会
社
・
有
限
会
社
・
合
資
会

社
・
合
名
会
社
）
だ
け
で
な
く
、
こ
の
試
案
の
中
間
法
人
も
そ
の
選
択
肢
の
一
つ
と
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

試
案
が
創
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
中
間
法
人
の
内
容
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
意
見
書
で
取
り
上
げ
た
の
は
以
下
の
問
題
で
あ
る
。

Ⅲ
「
中
間
法
人
」
概
念
の
混
乱
試
案
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
中
間
法
人
」
の
概
念
に
は
混
乱
が
あ
る
。

②
試
案
の
中
間
法
人
の
営
利
法
人
性
試
案
が
創
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
中
間
法
人
は
営
利
法
人
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い

③
準
則
主
義
の
新
法
人
形
態
の
創
設
と
税
制
試
案
の
中
間
法
人
の
内
容
の
検
討
は
、
こ
の
法
人
の
た
め
に
用
意
さ
れ
る
法
人

税
制
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
行
う
べ
き
で
あ
る
。

側
監
督
な
き
中
間
法
人
に
よ
る
共
済
事
業
試
案
の
中
間
法
人
に
よ
っ
て
、
共
済
事
業
（
多
く
の
場
合
、
実
質
は
保
険
事
業
）
が

主
務
官
庁
の
監
督
を
受
け
る
こ
と
な
く
行
わ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。

⑤
資
産
承
継
法
人
・
同
族
持
株
法
人
と
し
て
の
利
用
試
案
の
中
間
法
人
は
、
資
産
承
継
法
人
・
同
族
持
株
法
人
と
し
て
利
用

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

る
。

１
．
２
問
題
の
所
在

「
中
間
法
人
（
仮
称
）
制
度
の
創
設
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
」
に
つ
い
て
の
意
見
（
神
谷
）

一

七
一
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（
２
）
 

額
な
ど
の
割
戻
で
あ
る
。

法
人
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
配
当
の
財
源
が
構
成
員
の
法
人
利
用
（
す
な
わ
ち
、
団
体
の
対
内
活
動
）
に
よ
っ
て
生
じ
た
収
益
で
あ
る
限
り
、
そ
の
収
益
を

配
当
し
て
も
、
そ
の
法
人
が
営
利
法
人
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
団
体
・
法
人
・
会
社
の
「
営
利
性
」
と
は
「
団
体
の
対
外
活
動
に

（
３
）
 

よ
っ
て
利
益
を
あ
げ
、
そ
の
利
益
を
利
益
配
当
ま
た
は
残
余
財
産
分
配
の
方
法
で
構
成
員
に
分
け
る
も
の
」
（
傍
占
締
谷
）
と
考
一
え
ら
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

伝
統
的
な
講
学
上
の
「
中
間
法
人
」
の
定
義
は
、
相
互
会
社
や
協
同
組
合
の
よ
う
に
．
対
外
的
な
営
利
活
動
に
よ
っ
て
利
益
を
あ
げ
、
そ

（
１
）
 

れ
を
構
成
員
に
分
配
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
］
団
体
の
構
成
員
に
、
直
接
に
経
済
的
利
益
を
与
え
る
｝
」
と
を
目
的
と
」
す
る

こ
の
よ
う
な
中
間
法
人
で
構
成
員
が
受
け
取
る
（
い
わ
ゆ
る
）
「
利
益
の
配
当
」
（
剰
余
金
の
分
配
）
は
、
対
外
的
な
営
利
活
動
に
よ
っ

て
得
た
利
益
の
分
配
で
は
な
く
、
構
成
員
の
法
人
利
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
収
益
の
分
配
で
あ
り
、
そ
の
実
質
は
構
成
員
の
出
資
額
・
利
用

試
案
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
中
間
法
人
」
の
概
念
に
は
混
乱
が
あ
る
。

法
学
志
林
第
九
十
八
巻
第
一
号

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
順
次
検
討
す
る
。

２
「
中
間
法
人
」
概
念
の
混
乱

２
．
１
講
学
上
の
中
間
法
人
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次
の
と
お
り
。

し
か
し
、
試
案
が
創
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
中
間
法
人
（
以
下
「
試
案
の
中
間
法
人
」
）
は
、
対
内
活
動
だ
け
で
な
く
対
外
的
な
営
利
活

（
４
）
 

動
も
行
う
法
人
で
あ
り
、
従
来
、
こ
の
よ
う
な
法
人
は
「
中
間
法
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
な
か
っ
た
。

試
案
の
中
間
法
人
が
伝
統
的
な
講
学
上
の
中
間
法
人
（
以
下
「
講
学
上
の
中
間
法
人
」
）
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
典
型
的
な
記
述
は
、

（
５
）
 

「
中
間
法
人
に
つ
い
て
も
、
そ
の
本
来
の
目
的
（
事
業
）
：
・
に
附
随
し
て
、
商
行
為
そ
の
他
の
営
利
行
為
で
あ
っ
て
収
益
を
伴
う
対

外
的
な
事
業
…
を
行
い
、
そ
の
収
益
を
本
来
の
目
的
（
車
蘂
）
に
充
て
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
。
」
（
「
中
間
法
人
（
仮
称
）
制
度
の
創
設

に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
補
足
説
明
」
（
以
下
「
補
足
説
明
」
）
’
三
頁
）

講
誉
－
１
二
の
中
間
法
人
で
は
対
外
的
な
営
利
活
動
を
行
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
上
記
の
「
中
間
法
人
…
［
が
］
…
商
行
為

そ
の
他
の
営
利
行
為
で
あ
っ
て
収
益
を
伴
う
対
外
的
な
事
業
を
行
…
［
う
］
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
」
と
い
う
説
明
は
、
実
質
的
に
は
「
中

間
法
人
に
も
対
外
的
な
営
利
活
動
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
立
法
提
案
で
あ
る
。

講
学
上
の
中
間
法
人
の
概
念
と
、
試
案
の
中
間
法
人
の
概
念
の
比
較
か
ら
、
次
の
問
題
点
を
指
摘
で
き
る
。

第
一
に
、
試
案
が
創
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
法
人
の
名
称
を
「
中
間
法
人
」
と
す
る
こ
と
は
適
切
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

第
二
に
、
試
案
の
中
間
法
人
に
対
外
的
な
営
利
活
動
を
認
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
認
め
る
根
拠
は
何
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

「
中
間
法
人
（
仮
称
）
制
度
の
創
設
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
」
に
つ
い
て
の
意
見
（
神
谷
）

一
七
三

２
．
２
試
案
の
中
間
法
人

２
．
３
問
題
点
の
指
摘
と
提
案

Hosei University Repository



２
．
３
．
２
．
１
問
題
点

試
案
の
中
間
法
人
に
対
外
的
な
営
利
活
動
を
認
め
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
公
益
法
人
で
も
典
型
的
営
利
法
人
（
会
社
）
で
も
な
い

法
人
（
試
案
の
中
間
法
人
）
に
⑪
対
外
的
な
営
利
活
動
を
す
る
こ
と
と
②
こ
の
営
利
活
動
か
ら
得
た
利
益
を
対
内
活
動
の
た
め
に
用
い
る
こ

と
を
新
た
に
認
め
る
根
拠
は
な
に
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
る
必
要
が
あ
る
。
理
論
的
に
は
、
こ
れ
は
試
案
の
中
間
法
人
に
関
す
る
最
大

講
学
上
の
中
間
法
人
で
は
対
外
的
な
営
利
活
動
を
行
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
試
案
の
中
間
法
人
の
よ
う
に
対
外
的
な
営

利
活
動
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
法
人
の
名
称
〈
総
称
）
を
「
中
間
法
人
」
と
す
る
の
は
、
適
切
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
共

（
６
）
 

（
７
）
 

益
法
人
」
と
い
う
用
語
は
、
対
内
活
動
を
行
う
法
人
と
い
う
含
み
が
あ
り
、
こ
れ
も
講
学
上
の
中
間
法
人
に
他
な
ら
な
い
。
「
非
営
利
赴
く

（
８
）
 

（
９
）
 

益
法
人
」
も
、
誤
解
を
招
く
名
称
で
あ
る
。
「
３
試
案
の
中
間
法
人
の
営
利
法
人
性
」
で
述
べ
る
よ
う
に
、
試
案
の
中
間
法
人
は
営
利

法
人
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

結
局
、
試
案
の
中
間
法
人
が
営
利
法
人
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
限
り
、
「
特
定
法
人
」
・
「
特
別
法
人
」
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
講
学

上
お
よ
び
法
令
で
使
わ
れ
た
こ
と
の
な
い
名
称
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
。

の
問
題
と
言
っ
て
良
い
。

法
学
志
林
第
九
十
八
巻
第
一
号

そ
こ
で
、
こ
の
二
つ
の
問
題
点
を
順
次
検
討
す
る
。

２
．
３
．
２
試
案
の
中
間
法
人
に
対
外
的
な
営
利
活
動
を
認
め
る
根
拠

２
．
３
．
１
新
設
す
る
法
人
の
名
称

一
七
四
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（
、
）

提
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
と
比
較
し
た
と
き
に
、
試
案
の
中
間
法
人
で
は
、
（
仮
に
付
随
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
）
対
外
的
な
営
利
活
動
を
行
う
こ
と
は

ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
試
案
・
補
足
説
明
を
見
る
限
り
、
正
当
化
す
る
こ

と
の
で
き
る
も
っ
と
も
な
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

２
．
３
．
２
．
２
試
案
の
中
間
法
人
創
設
の
必
要
性
と
の
関
係

と
こ
ろ
で
、
試
案
の
中
間
法
人
を
創
設
す
る
必
要
性
と
し
て
、
次
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

⑪
「
業
界
団
体
、
同
窓
会
、
親
睦
団
体
、
互
助
会
等
の
非
公
益
か
つ
非
営
利
目
的
の
社
団
に
…
つ
い
て
も
、
法
人
格
を
取
得
…
す

〈
皿
）

る
こ
と
と
す
る
な
ら
ば
、
・
・
・
社
会
的
な
意
義
は
大
き
い
」
。

②
「
近
時
…
…
積
極
的
に
不
特
定
多
数
の
者
の
利
益
の
実
現
を
目
的
と
し
な
い
非
営
利
団
体
に
対
し
て
ま
で
公
益
法
人
と
し
て
設

「
中
間
法
人
（
仮
称
）
制
度
の
創
設
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
」
に
つ
い
て
の
意
見
（
神
谷
）

一
七
五

補
足
説
明
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
公
益
法
人
で
あ
っ
て
も
、
利
益
を
得
る
た
め
に
事
業
を
行
う
こ
と
も
、
得
た
利
益
を
そ
の
目
的
と
す
る
公
益
的
事
業
に
充
て
る
た

め
で
あ
れ
ば
許
容
さ
れ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
中
間
法
人
に
つ
い
て
も
、
そ
の
本
来
の
目
的
（
事
業
）
…
に
附
随
し
て
、
商
行
為
そ
の

他
の
営
利
行
為
で
あ
っ
て
収
益
を
伴
う
対
外
的
な
事
業
…
を
行
い
、
そ
の
収
益
を
本
来
の
目
的
（
事
業
）
に
充
て
る
こ
と
は
許
容
さ

れ
る
。
」
（
補
足
説
明
一
三
頁
）
［
一
部
再
掲
］

確
か
に
、
公
益
法
人
で
は
、
対
外
的
な
営
利
活
動
を
行
う
こ
と
は
、
ま
ず
第
一
に
、
こ
の
営
利
活
動
か
ら
得
ら
れ
た
利
益
が
（
構
成
員

（
皿
）

に
分
配
さ
れ
る
の
で
は
な
く
）
公
益
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
建
前
と
し
て
は
、
公

益
法
人
は
、
主
務
官
庁
の
監
督
Ｉ
特
に
民
法
六
七
条
二
項
Ｉ
に
服
し
、
か
つ
、
無
限
定
な
対
外
的
営
利
活
動
を
行
わ
な
い
こ
と
が
大
前
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立
許
可
が
与
え
ら
れ
、
…
公
益
法
人
制
度
に
対
す
る
社
会
的
批
判
を
招
く
状
況
に
至
っ
て
い
る
の
は
、
中
間
法
人
制
度
が
存
在

（
昭
）

［
し
な
い
］
こ
と
に
起
因
す
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
［
い
る
］
」
。

③
「
法
人
を
公
益
法
人
と
営
利
法
人
と
に
二
分
す
る
民
法
の
規
定
に
よ
っ
て
は
法
人
格
付
与
の
道
が
な
い
領
域
が
存
在
す
る
こ
と

（
皿
）

に
つ
い
て
、
民
法
学
関
係
者
か
ら
は
、
立
法
的
解
決
に
つ
い
て
の
指
轌
摘
が
さ
れ
て
き
た
。
」

こ
の
内
、
⑪
の
業
界
団
体
・
同
窓
会
等
の
「
非
公
益
か
つ
非
営
利
の
社
団
」
が
今
後
新
た
に
設
立
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
社
団
に
対

外
的
な
営
利
活
動
を
認
め
る
必
要
は
な
い
。
新
た
に
設
立
す
る
業
界
団
体
・
同
窓
会
等
は
、
会
員
の
会
費
に
よ
っ
て
社
団
を
運
営
す
れ
ば

（
暇
）

良
く
、
既
に
設
立
さ
れ
て
い
る
団
体
も
、
そ
の
形
で
運
営
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

③
の
法
人
格
付
与
の
道
が
な
い
領
域
を
埋
め
る
た
め
で
あ
れ
ば
、
講
学
上
の
中
間
法
人
に
関
す
る
一
般
法
を
新
た
に
制
定
す
れ
ば
済
む

わ
け
で
、
こ
の
場
合
に
も
》
穂
字
上
の
中
間
法
人
に
対
外
的
な
営
利
活
動
を
認
め
る
必
要
は
な
い
。

結
局
、
②
の
「
積
極
的
に
不
特
定
多
数
の
者
の
利
益
の
実
現
を
目
的
と
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
設
立
許
可
が
与
え
ら
ｊ
丘
し

（
焔
）

ま
っ
た
公
益
法
人
」
や
、
「
事
拳
〈
内
容
が
営
利
企
業
の
事
業
と
競
〈
口
す
る
に
至
っ
た
公
益
法
人
」
な
ど
の
転
換
の
受
け
皿
を
用
意
す
る
場

合
に
、
そ
の
受
け
皿
と
な
る
法
人
に
対
外
的
な
営
利
活
動
を
認
め
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。

で
は
、
試
案
の
中
間
法
人
に
⑩
対
外
的
な
営
利
活
動
を
す
る
こ
と
と
②
こ
の
営
利
活
動
か
ら
得
た
利
益
を
対
内
活
動
の
た
め
に
用
い
る

こ
と
を
新
た
に
認
め
る
根
拠
は
な
に
か
、
と
い
う
問
い
に
、
ど
う
答
え
る
べ
き
か
。

伝
統
的
な
営
利
法
人
に
つ
い
て
の
議
論
で
は
、
（
試
案
の
中
間
法
人
の
よ
う
に
）
準
則
主
義
に
従
い
設
立
さ
れ
る
法
人
Ｔ
主
務
官
庁
の
監

督
を
受
け
な
い
法
人
）
が
対
外
的
な
営
利
活
動
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
会
社
の
形
態
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
価
値
判
断
が
当

２
．
３
．
２
．
３
検
討
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》
え
一
念
。

然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
そ
の
理
由
は
、
対
外
的
な
営
利
活
動
は
必
ず
利
益
を
生
む
と
は
限
ら
な
い
（
対
外
的
な
営
利
活
動
に

は
必
ず
リ
ス
ク
を
伴
う
）
と
い
う
経
験
則
を
大
前
提
と
し
て
、
対
外
的
な
営
利
活
動
を
行
う
器
と
し
て
は
（
完
全
な
も
の
と
は
言
え
な
い
に
し

て
も
、
公
益
法
人
に
関
す
る
法
制
度
な
ど
よ
り
は
）
そ
の
リ
ス
ク
を
制
御
し
、
関
係
当
事
者
の
利
害
を
調
整
す
る
た
め
の
制
度
を
整
備
し
て
い

る
会
社
の
形
態
を
用
い
る
の
が
社
会
的
に
見
て
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
理
論
的
に
は
、
公
益
性
が
な
く
、
か
つ
、
主
務
官
庁
の
監
督
が
行
わ
れ
な
い
法
人
に
対
蚕
外
的
な
営
利
活
動
を
認
め
る
の
で
あ

れ
ば
、
営
も
う
と
す
る
営
利
活
動
の
内
容
・
規
模
等
に
応
じ
て
、
会
社
制
度
の
中
か
ら
一
つ
を
選
択
さ
せ
、
対
外
的
な
営
利
活
動
か
ら
得

た
利
益
に
対
す
る
税
の
負
担
も
会
社
の
場
合
と
同
じ
に
す
る
必
要
が
あ
る
（
対
外
的
な
営
利
活
動
か
ら
得
た
利
益
は
公
益
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
税
の
面
で
優
遇
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
）
。

２
．
３
．
２
．
４
ま
と
め

結
論
と
し
て
は
、
試
案
の
中
間
法
人
に
は
対
外
的
な
営
利
活
動
を
認
め
な
い
と
い
う
考
え
方
を
原
則
と
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
積
極
的
に
不
特
定
多
数
の
者
の
利
益
の
実
現
を
目
的
と
し
て
い
な
い
」
よ
う
な
公
益
法
人
の
転
換
の
受
け
皿
と
な
る
法
人

の
形
態
と
し
て
こ
の
試
案
の
中
間
法
人
を
用
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
形
で
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
考

⑩
「
積
極
的
に
不
特
定
多
数
の
者
の
利
益
の
実
現
を
目
的
と
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
設
立
許
可
が
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た

よ
う
な
公
益
法
人
」
（
以
下
「
転
換
が
必
要
な
公
益
法
人
」
）
の
転
換
の
受
け
皿
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
試
案
の
中
間
法
人
の
内
容
は
、

講
学
上
の
中
間
法
人
に
近
い
も
の
Ｔ
営
利
活
動
を
行
わ
な
い
社
団
法
人
）
と
す
る
。

②
「
転
換
が
必
要
な
公
益
法
人
」
が
現
在
行
っ
て
い
る
対
外
的
な
営
利
活
動
は
、
受
け
皿
と
な
る
中
間
法
人
と
は
別
の
会
社
（
株

「
中
間
法
人
（
仮
称
）
制
度
の
創
設
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
」
に
つ
い
て
の
意
見
（
神
谷
）

’
七
七
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き
る
。

３
．
１
営
利
法
人
性

〈
旧
）

試
案
の
中
間
法
人
は
、
「
営
利
を
目
的
と
し
な
い
社
団
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
試
案
と
補
足
説
明
を
見
る
限
り
、
特
に
残
余
財

産
の
分
配
が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
で
、
試
案
の
中
間
法
人
は
営
利
法
人
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
。

従
来
、
団
体
・
法
人
・
会
社
の
「
営
利
性
」
と
は
「
団
体
の
対
外
活
動
に
よ
っ
て
利
益
を
あ
げ
、
そ
の
利
益
を
利
益
配
当
ま
た
は
残
余

③
転
換
が
必
要
な
公
益
法
人
の
対
外
的
な
営
利
活
動
を
譲
り
受
け
た
会
社
の
株
式
・
持
分
は
、
転
換
が
必
要
な
公
益
法
人
の
受
け

皿
と
な
っ
た
中
間
法
人
の
運
用
財
産
と
す
る
（
実
質
は
、
孟
三
社
と
な
る
わ
け
で
あ
る
）
。

側
事
業
の
譲
り
受
け
に
よ
っ
て
移
転
さ
れ
た
資
産
の
課
税
ベ
ー
ス
が
上
昇
し
な
い
よ
う
に
課
税
の
繰
り
延
べ
・
圧
縮
記
帳
の
手
当

を
公
益
法
人
の
転
換
に
関
す
る
特
別
法
で
行
う
（
基
本
的
に
は
、
会
社
分
割
の
場
合
と
同
様
に
考
え
る
こ
と
に
な
る
）
。

こ
の
よ
う
に
、
対
内
的
事
業
は
転
換
が
必
要
な
公
益
法
人
の
受
け
皿
と
な
っ
た
中
間
法
人
に
受
け
継
が
せ
、
対
外
的
な
営
利
活
動
は

（
実
質
的
に
は
子
会
社
と
な
る
）
会
社
に
譲
り
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
詞
そ
の
営
む
事
業
に
ふ
さ
わ
し
い
法
人
の
形
態
を
用
意
す
る
こ
と
が
で

３
試
案
の
中
間
法
人
の
営
利
法
人
性

法
学
志
林
第
九
十
八
巻
第
一
号

一
七
八

式
会
社
・
有
限
会
社
）
に
譲
渡
す
る
（
こ
の
よ
う
な
事
業
の
譲
渡
は
、
定
款
の
目
的
の
部
分
を
変
更
し
た
上
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら

（
旧
）

れ
て
い
る
）
。
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す
な
わ
ち
、
対
内
活
動
か
ら
得
ら
れ
た
収
益
を
財
源
と
す
る
限
り
は
、
Ⅲ
利
益
の
配
当
（
実
質
は
剰
余
金
の
割
戻
）
、
②
残
余
財
産
の
分

配
、
③
役
員
・
使
用
人
等
へ
の
過
大
な
報
酬
の
支
払
を
し
て
い
て
も
、
そ
の
法
人
を
直
ち
に
営
利
法
人
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に

留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
一
一
一
つ
の
点
を
順
次
検
討
す
る
。

酬
を
支
払
わ
な
い
。

（
塑
）

試
案
・
第
五
「
計
算
」
・
二
は
、
「
社
員
に
対
し
て
利
益
の
配
当
（
剰
余
金
の
分
配
）
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
」
と
述
べ

て
お
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
中
間
法
人
の
非
営
利
性
を
徹
底
す
る
観
点
か
ら
は
、
損
益
計
算
上
生
じ
た
剰
余
金
を
社
員
に
分
配
す
る

（
妬
）

こ
と
は
で
き
な
い
Ｊ
も
の
と
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

〈
配
）

（
町
）

し
か
し
、
一
別
記
の
如
く
、
対
内
活
動
か
ら
得
た
収
益
の
分
配
（
剰
余
金
の
分
配
）
を
し
て
い
る
法
人
は
、
そ
も
そ
も
営
利
法
人
と
は
一
一
一
口

「
中
間
法
人
（
仮
称
）
制
度
の
創
設
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
」
に
つ
い
て
の
意
見
（
神
谷
）

’
七
九

（
加
）

（
幻
）

財
産
分
配
の
方
法
で
構
成
員
に
分
け
る
Ｊ
も
の
」
（
傍
点
神
谷
）
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
利
益
配
当
・
残
余
財
産
分
配
以
外
の

（
鑓
）

利
益
の
配
分
方
法
上
」
し
て
は
、
「
社
員
が
理
事
、
監
事
、
使
用
人
等
の
資
格
で
多
額
の
報
酬
を
と
る
方
法
」
（
い
わ
ゆ
る
「
隠
れ
た
利
益
配

当
」
）
が
あ
る
。
結
局
、
試
案
の
中
間
法
人
が
「
営
利
を
目
的
と
し
な
い
社
団
」
で
あ
る
と
言
う
た
め
に
は
、
次
の
三
つ
の
要
件
を
全
て

（
羽
）

満
た
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
に
、
対
外
的
な
営
利
活
動
か
ら
得
た
利
益
を
財
源
と
し
て
、
社
員
に
利
益
を
配
当
し
な
い
。

第
二
に
、
対
外
的
な
営
利
活
動
か
ら
得
た
利
益
を
財
源
と
し
て
、
社
員
に
残
余
財
産
を
分
配
し
な
い
。

第
三
に
、
対
外
的
な
営
利
活
動
か
ら
得
た
利
益
を
財
源
と
し
て
、
社
員
に
理
事
・
監
事
・
使
用
人
等
の
資
格
を
与
え
た
上
で
過
大
な
報

３
．
２
利
益
の
配
当
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え
な
い
。
講
学
上
の
中
間
法
人
に
近
い
相
互
会
社
や
協
同
組
合
で
は
対
内
活
動
か
ら
得
た
収
益
の
分
配
（
剰
余
金
の
分
配
）
は
行
わ
れ
て

お
り
、
健
全
に
運
営
さ
れ
て
い
る
（
講
学
上
の
）
中
間
法
人
に
こ
の
よ
う
な
収
益
の
分
配
を
禁
止
す
る
理
由
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
対
内
活
動
か
ら
得
た
収
益
の
分
配
（
剰
余
金
の
分
配
）
は
認
め
て
良
い
、
と
い
う
観
点
に
立
つ
と
、
試
案
・
第
五
「
計

（
躯
）

算
」
．
こ
の
記
述
は
、
「
社
員
に
対
し
て
対
外
的
な
営
利
活
動
か
ら
得
た
利
益
の
配
当
は
で
き
な
い
も
の
と
す
る
。
」
と
改
め
る
必
要
が
あ

る弱
｡￣ 

選
択
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
〈

一
つ
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

試
案
・
第
八
「
解
散
及
び
清
算
」
．
こ
「
清
算
」
１
の
（
注
）
は
、
残
余
財
産
の
処
分
の
方
法
と
し
て
は
「
社
員
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と

（
釦
）

も
妨
げ
な
い
も
の
と
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
社
員
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
」
と
考
え
る
根
拠
の
記
述
は
、
補
足
説
明
の
中
に
次
の
二
つ
が
あ
る
。

⑪
公
益
法
人
と
中
間
法
人
と
の
違
い
を
根
拠
と
す
る
説
明

「
中
間
法
人
が
社
員
に
共
通
す
る
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
残
余
財
産
の
処
分
に

（
釦
〉

つ
い
て
公
益
法
人
と
同
様
の
扱
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
も
な
い
。
」

ま
た
、
仮
に
、
試
案
の
中
間
法
人
に
対
外
的
な
営
利
活
動
を
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
試
案
・
第
五
「
計
算
」
の
部
分
を
か

な
り
充
実
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
本
意
見
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
営
利
活
動
を
行
お
う
と
す
る
人
・
団
体
が
最
適
な
法
人
の
形
態
を

選
択
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
会
社
（
株
式
会
社
・
有
限
会
社
・
合
資
会
社
・
合
名
会
社
）
だ
け
で
な
く
、
一
」
の
試
案
の
中
間
法
人
も
選
択
肢
の

３
．
３
残
余
財
産
の
分
配
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「
中
間
法
人
が
社
員
に
共
通
す
る
利
益
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
残
余
財
産
の
処
分
に
っ

（
粥
）

い
て
公
益
法
人
と
同
様
の
扱
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
も
な
い
。
」
［
再
掲
］

こ
の
説
明
の
根
拠
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
公
益
法
人
に
お
い
て
社
員
に
対
す
る
残
余
財
産
の
分
配
を
認
め
な
い
理
由
は
公
益
法
人
の
有
す
る
公
益
性
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

社
員
に
共
通
す
る
利
益
を
図
る
議
案
の
）
中
間
法
人
に
は
公
益
性
は
な
い
の
で
、
残
余
財
産
を
分
配
し
て
も
良
い
。
」

し
か
し
、
公
益
法
人
と
は
「
祭
祀
、
宗
教
…
…
其
他
公
益
二
関
ス
ル
社
団
又
ハ
財
団
ニ
シ
テ
営
利
ヲ
目
的
ト
セ
サ
ル
モ
ノ
（
民
法
三
四

条
こ
（
傍
点
神
谷
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
公
益
法
人
が
「
［
注
眠
利
益
配
当
と
残
余
財
産
分
配
の
］
い
ず
れ
の
形
で
も
社
員
に
対
す
る
利
益
配
分

（
鋼
）

を
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
な
い
：
．
（
民
七
二
条
参
照
）
」
の
は
、
公
益
法
人
の
有
す
る
公
益
性
を
理
由
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
公
益

（
躯
）

法
人
の
要
件
と
し
て
の
非
営
利
性
」
を
理
由
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
．

（
躯
）

結
局
、
試
案
の
中
間
法
人
を
公
益
法
人
と
同
様
に
「
営
利
を
目
的
と
し
な
い
社
団
」
と
し
て
構
成
す
る
限
り
、
「
中
間
法
人
が
社
員
に

「
中
間
法
人
（
仮
称
）
制
度
の
創
設
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
」
に
つ
い
て
の
意
見
（
神
谷
）

’
八
一

②
残
余
財
産
分
配
が
社
員
の
経
済
的
出
損
の
補
償
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
説
明

「
社
員
が
経
費
の
支
払
等
と
い
う
形
で
中
間
法
人
に
対
す
る
経
済
的
出
損
を
す
る
こ
と
が
あ
る
以
上
、
や
は
り
、
そ
の
補
償
を
考

え
る
必
要
も
あ
り
、
退
社
の
場
合
は
と
も
あ
れ
、
解
散
の
場
合
に
は
、
残
余
財
産
に
対
す
る
請
求
権
を
原
則
と
し
て
認
め
る
必
要

（
鋤
）

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
指
摘
も
あ
る
。
」

そ
こ
で
、
こ
の
二
つ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

３
．
３
．
１
公
益
法
人
と
中
間
法
人
と
の
違
い
を
根
拠
と
す
る
説
明
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利
法
人
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
蛆
）

注
意
す
べ
き
は
、
「
社
員
が
経
費
の
支
払
等
と
い
う
形
で
［
注
》
す
な
わ
ち
、
内
部
活
動
の
一
環
と
し
て
］
中
間
法
人
に
対
す
る
経
済
的
出

損
を
」
し
て
い
た
こ
と
は
、
対
外
的
な
営
利
活
動
か
ら
得
た
利
益
を
財
源
と
す
る
残
余
財
産
分
配
を
認
め
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
、
と
い

「
社
員
が
経
費
の
支
払
等
と
い
う
形
で
中
間
法
人
に
対
す
る
経
済
的
出
損
を
す
る
こ
と
が
あ
る
以
上
、
や
は
り
、
そ
の
補
償
を
考
え

る
必
要
も
あ
り
、
退
社
の
場
合
は
と
も
あ
れ
、
解
散
の
場
合
に
は
、
残
余
財
産
に
対
す
る
請
求
権
を
原
則
と
し
て
認
め
る
必
要
が
あ

（
鍋
）

る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
指
摘
も
あ
る
。
」
［
再
掲
］

講
学
上
の
中
間
法
人
で
は
、
構
成
員
が
出
資
し
た
金
額
を
残
余
財
産
と
し
て
返
戻
す
る
こ
と
や
、
中
間
法
人
と
構
成
員
と
の
間
の
対
内

活
動
か
ら
得
た
収
益
を
財
源
と
す
る
残
余
財
産
を
分
配
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
分
配
を
し
て
も
、
そ
の
法
人
が
営

（
調
）

う
こ
と
で
あ
る
。

も
し
も
、
社
員
に
対
す
る
残
余
財
産
の
分
配
を
試
案
の
中
間
法
人
に
認
め
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
残
余
財
産
分
配
の
財
源
を
対
内
活
動
か

ら
得
た
収
益
に
限
定
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
試
案
の
中
間
法
人
の
内
容
を
講
学
上
の
中
間
法
人
（
公
益
性
の
な
い
非
営
利
法
人
）
に

改
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

法
学
志
林
第
九
十
八
巻
第
一
号

一
八
二

共
通
す
る
利
益
を
図
る
こ
と
を
［
日
町
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
対
外
的
な
営
利
活
動
か
ら
得
た
利
益
を
財
源
と
す
る
残
余
財
産
を
社
員

（
師
）

に
帰
属
さ
せ
る
理
由
，
と
は
な
ら
な
い
。

３
．
３
．
２
残
余
財
産
分
配
が
社
員
の
経
済
的
出
損
の
補
償
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
説
明
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「
積
極
的
に
不
特
定
多
数
の
者
の
利
益
の
実
現
を
目
的
と
し
て
い
な
い
」
よ
う
な
公
益
法
人
が
試
案
の
中
間
法
人
に
転
換
し
た
場
合
に

社
員
に
残
余
財
産
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
は
、
基
本
的
に
は
、
次
の
よ
う
に
解
決
す
べ
き
で
あ
る
。

⑩
残
余
財
産
の
う
ち
、
対
内
活
動
か
ら
得
た
収
益
を
財
源
と
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
公
益
法
人
が
そ
の
社
員
が
何
ら
か
の

意
味
で
持
分
を
有
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
の
で
き
る
社
団
法
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
公
益
法
人
の
転
換
に
関
す

る
特
別
立
法
に
よ
り
、
社
員
に
対
す
る
残
余
財
産
の
分
配
を
認
め
る
（
こ
の
よ
う
な
残
余
財
産
分
配
は
、
講
学
上
の
中
間
法
人
に
お
い

て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
。

②
残
余
財
産
の
う
ち
、
国
か
ら
の
補
助
金
や
こ
れ
と
同
視
す
べ
き
寄
付
金
か
ら
形
成
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
民
法
七
二
条
三

項
に
倣
っ
て
、
公
益
法
人
の
転
換
に
関
す
る
特
別
立
法
に
よ
り
「
国
庫
二
帰
属
」
さ
せ
る
。

（
弧
）

③
残
余
財
産
の
．
つ
ち
、
対
外
的
な
営
利
活
動
か
ら
得
た
利
益
を
財
源
と
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
法
人
税
を
課
し
た
上
で
、

（
他
）

社
員
に
対
す
る
残
余
財
産
の
分
配
を
認
め
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
も
、
⑪
の
場
〈
ロ
と
同
様
に
、
そ
の
公
益
法
人
が
そ
の
社
員
が

何
ら
か
の
意
味
で
持
分
を
有
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
の
で
き
る
社
団
法
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
条
件
と
す
る
（
転
換
が
必
要
な

公
益
法
人
の
実
質
は
営
利
社
団
法
人
（
会
社
）
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
わ
け
で
あ
る
）
。

３
．
４
過
大
な
報
酬
の
支
払

（
伯
）

「
公
益
法
人
の
要
件
と
し
て
の
非
営
利
性
［
に
は
］
：
．
…
過
大
な
役
員
報
酬
の
禁
止
も
含
む
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
試
案
の
中
間
法

「
中
間
法
人
（
仮
称
）
制
度
の
創
設
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
」
に
つ
い
て
の
意
見
（
神
谷
）

一
八
三

３
．
３
．
３
公
益
法
人
か
ら
転
換
す
る
場
合
の
残
余
財
産
の
取
り
扱
い
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法
学
志
林
第
九
十
八
巻
第
一
号

一
八
四

．
（
“
）
・

人
を
「
営
利
を
［
目
的
と
し
な
い
社
団
」
と
す
る
限
り
、
試
案
の
中
間
法
人
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
壹
え
る
こ
と
に
な
る
。

公
益
法
人
（
特
に
、
社
団
法
人
）
の
場
合
に
は
、
民
法
六
七
条
二
項
の
「
監
督
上
必
要
ナ
ル
命
令
」
に
よ
っ
て
理
事
・
監
事
・
使
用
人
等

の
資
格
を
有
す
る
社
員
に
支
払
わ
れ
る
過
大
な
報
酬
・
給
与
の
支
払
を
是
正
さ
せ
る
こ
と
は
（
建
前
と
し
て
は
）
可
能
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
準
則
主
義
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
る
試
案
の
中
間
法
人
の
場
合
に
は
民
法
六
七
条
と
同
様
の
規
定
を
用
意
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
善
の
策
と
し
て
は
、
取
り
敢
え
ず
二
つ
の
手
当
が
考
え
ら
れ
る
。

Ⅲ
対
外
的
な
営
利
活
動
か
ら
得
た
利
益
を
財
源
と
し
て
社
員
に
理
事
・
監
事
・
使
用
人
等
の
資
格
を
与
え
た
上
で
過
大
な
報
酬
・

給
与
等
を
支
払
っ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
法
人
税
法
三
四
条
の
過
大
な
役
員
報
酬
の
損
金
不
参
入
制
度
と
同
じ
制
度
を
用
意

す
る
と
い
う
方
法
が
あ
る
。

②
法
人
の
役
員
ｂ
使
用
人
等
で
、
社
員
と
し
て
の
資
格
を
有
す
る
者
の
報
酬
・
給
与
等
の
詳
細
を
そ
の
法
人
の
建
物
に
備
え
置
か

②
具
体
的
に
は
、
対
外
的
な
営
利
活
動
か
ら
得
た
利
益
を
財
源
と
し
た
利
益
の
配
当
、
残
余
財
産
の
分
配
、
過
大
な
報
酬
の
支
払
い

は
認
め
な
い
。
一
方
、
対
内
活
動
か
ら
得
た
収
益
を
財
源
と
し
た
利
益
の
配
当
（
剰
余
金
の
分
配
）
、
残
余
財
産
の
分
配
は
認
め
る
。

こ
れ
ま
で
の
検
討
結
果
の
骨
子
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑪
試
案
の
中
間
法
人
は
、
営
利
法
人
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
内
容
を
講
学
上
の
中
間
法
人
に
近
い
も
の
に
改
め

る
り

（
鯛
）

せ
る
声
勾
汁
広
が
あ
る
。

３
．
５
ま
と
め
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こ
れ
は
、
今
後
、
営
利
活
動
を
行
お
う
と
す
る
人
・
団
体
が
ビ
ジ
ネ
ス
・
プ
ラ
ン
を
立
て
る
作
業
に
着
手
し
、
そ
の
一
環
と
し
て
目
的

と
す
る
ビ
ジ
ネ
ス
を
営
む
の
に
最
適
な
法
人
の
形
態
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
会
社
（
株
式
会
社
・
有
限
会
社
・
合
資
会
社
・
合
名
会

社
）
だ
け
で
な
く
、
こ
の
試
案
の
中
間
法
人
も
選
択
肢
の
一
つ
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

現
在
の
立
法
過
程
に
お
い
て
、
試
案
が
創
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
中
間
法
人
に
関
す
る
税
制
の
内
容
を
予
め
確
定
す
る
こ
と
の
難
し
さ

は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
試
案
が
創
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
中
間
法
人
が
準
則
主
義
に
よ
っ
て
自
由
に
設
立
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
以
上
、
試
案
の
中
間
法
人
の
内
容
の
検
討
を
こ
の
法
人
の
た
め
に
用
意
さ
れ
る
法
人
税
制
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
行
わ
な
い
と
、

試
案
の
中
間
法
人
を
創
設
し
て
も
絵
に
書
い
た
餅
と
な
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

社
会
生
活
に
お
け
る
人
間
行
動
が
税
制
に
よ
っ
て
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

一
「
中
間
法
人
（
仮
称
）
制
度
の
創
設
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
」
に
つ
い
て
の
意
見
（
神
谷
〉

一
八
五

れ
て
い
る
。

試
案
が
創
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
中
間
法
人
は
準
則
主
義
に
よ
り
設
立
さ
れ
、
し
か
も
、
対
外
的
な
営
利
活
動
を
行
う
こ
と
も
予
定
さ

③
公
益
法
人
の
転
換
に
関
す
る
特
別
立
法
で
用
意
す
る
手
当
は
次
の
と
お
り
。

③
転
換
が
必
要
な
公
益
法
人
が
営
ん
で
い
た
収
益
事
業
は
、
別
の
会
社
（
実
質
的
に
は
子
会
社
）
に
譲
渡
し
、
そ
の
会
社
の
株
式
・

持
分
を
転
換
の
受
け
皿
と
な
っ
た
中
間
法
人
の
運
用
資
産
と
す
る
。

（
伯
）

回
転
換
の
受
け
皿
と
な
っ
た
試
案
の
中
間
法
人
の
残
余
財
産
の
分
配
に
つ
い
て
は
前
記
の
基
準
に
よ
る
。

４
準
則
主
義
の
新
法
人
形
態
の
創
設
と
税
制
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試
案
の
中
間
法
人
は
、
資
産
承
継
法
人
・
同
族
持
株
法
人
と
し
て
利
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
特
に
、
試
案
の
中
間
法
人
を
税
制
上

優
遇
す
る
場
合
に
は
問
題
と
な
ろ
う
。

試
案
が
創
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
中
間
法
人
は
準
則
主
義
に
よ
り
設
立
さ
れ
る
の
で
、
公
益
法
人
の
場
合
の
よ
う
に
主
務
官
庁
は
事
業

の
内
容
を
監
督
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
の
結
果
、
試
案
が
創
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
中
間
法
人
に
よ
っ
て
共
済
事
業
（
多
く
の
場
合
、
実
質
は
保
険
事
業
）
が
、
主
務
官
庁
の

（
灯
）

監
督
を
受
け
な
い
ま
ま
行
わ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。

特
に
、
転
換
が
必
要
な
公
益
法
人
の
中
に
は
共
済
事
業
を
行
っ
て
い
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
公
益
法
人

を
試
案
の
中
間
法
人
に
転
換
す
る
際
に
、
そ
の
営
ん
で
い
る
共
済
事
業
を
別
の
株
式
会
社
に
移
し
て
保
険
事
業
と
し
て
営
ま
せ
る
こ
と
の

可
否
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

す
べ
き
で
あ
る
。 法
学
志
林
第
九
十
八
巻
第
一
号

一
八
六

結
論
と
し
て
は
、
仮
定
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
良
い
の
で
、
試
案
の
中
間
法
人
の
創
設
に
つ
い
て
は
、
税
制
と
の
関
係
も
含
め
て
検
討

６
資
産
承
継
法
人
・
同
族
持
株
法
人
と
し
て
の
利
用

５
監
督
な
き
中
間
法
人
に
よ
る
共
済
事
業
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講
学
上
の
中
間
法
人
、
ま
た
は
、
講
学
上
の
中
間
法
人
を
一
部
修
正
し
た
類
型
の
法
人
、
に
関
す
る
一
般
法
を
制
定
し
よ
う
と
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
本
来
は
、
こ
の
よ
う
な
法
人
の
形
態
を
導
入
す
る
こ
と
が
日
本
の
社
会
や
経
済
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
、
統
計
学
・
法
社
会
学
・
経
済
学
な
ど
の
各
立
場
か
ら
見
て
そ
れ
な
り
に
恥
ず
か
し
く
な
い
調
査
と
学
問
的
な
検
討
を
加

え
た
上
で
、
立
法
作
業
に
着
手
す
る
必
要
が
あ
る
。
試
案
の
中
間
法
人
の
よ
う
に
対
外
的
な
営
利
活
動
さ
え
も
認
め
よ
う
と
い
う
の
で
あ

れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
る
著
名
な
法
律
家
が
一
九
七
○
年
代
に
独
占
禁
止
法
の
改
正
の
た
め
に
総
理
府
に
設
け
ら
れ
た
懇
談
会

で
、
こ
れ
だ
け
の
仕
事
を
し
よ
う
と
い
う
の
な
ら
三
億
円
く
ら
い
の
予
算
を
用
意
し
て
か
か
る
の
が
当
然
だ
ろ
う
、
と
述
べ
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
試
案
の
よ
う
な
中
間
法
人
を
創
設
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
数
千
万
円
の
予
算
を
用
意
し
て
調
査
と
検
討
に
）
か
か
る

（
追
記
）
本
意
見
の
原
稿
提
出
後
に
、
自
由
民
主
党
の
行
政
改
革
推
進
本
部
の
「
公
益
法
人
改
革
案
」
が
ま
と
め
ら
れ
た
（
平
成
一
二
年

一
○
月
二
九
日
付
日
本
経
済
新
聞
一
四
版
一
頁
）
。

こ
の
改
革
案
で
は
「
営
利
事
業
を
手
掛
け
る
公
益
法
人
に
は
、
営
利
法
人
へ
の
改
組
か
営
利
事
業
の
廃
止
を
指
導
し
、
従
わ
な
い
場
合

に
は
設
立
許
可
を
取
り
消
す
。
」
同
一
頁
）
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
中
間
法
人
（
仮
称
）
制
度
の
創
設
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
」
（
要

綱
中
間
試
案
）
が
創
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
中
間
法
人
」
と
は
異
な
り
、
今
後
創
設
さ
れ
る
「
中
間
法
人
」
は
営
利
法
人
と
し
て
の
性

「
中
間
法
人
（
仮
称
）
制
度
の
創
設
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
」
に
つ
い
て
の
意
見
（
神
谷
）

’
八
七

あ
っ
た
。
試
案
の
よ

の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。

７
ま
と
め

〆■、

完
、－＝
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法
学
志
林
第
九
十
八
巻
第
一
号

一
八
八

格
を
有
し
て
い
な
い
、
と
い
う
一
剛
提
に
立
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
悲
等
里
栞
の
内
容
は
未
だ
公
表
さ
れ
て
い
な
い
（
平
成
一
二

年
二
月
八
日
時
点
）
。
し
か
し
、
も
し
も
、
こ
の
と
お
り
だ
と
す
る
と
、
要
綱
中
間
試
案
よ
り
も
自
由
民
主
党
の
改
革
案
の
方
が
、
今
後

創
設
さ
れ
る
「
中
間
法
人
」
に
営
利
法
人
と
し
て
の
性
格
を
全
く
認
め
て
い
な
い
（
例
え
ば
、
残
余
財
産
の
分
配
を
認
め
な
い
。
）
と
い
う
点

で
優
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
本
意
見
の
案
は
、
公
益
法
人
の
受
け
皿
と
な
る
場
合
に
限
っ
て
中
間
法
人
が
そ
の
子
会
社
と
し
て

営
利
法
人
を
所
有
す
る
こ
と
を
認
め
て
し
ま
っ
て
い
る
点
で
自
由
民
主
党
の
改
革
案
よ
り
も
淫
輝
的
な
案
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
９
）
本
意
見
一
七
八
頁
以
下
を
参
照
。

（
、
）
竹
内
・
前
掲
注
１
．
二
一
’
二
二
頁

、
）
「
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
の
連
用
指
針
」
（
以
下
「
運
用
指
針
」
）
（
平
成
八
年
九
月
二
○
日
閣
議
決
定
）
２
「
事
業
」
Ⅲ
と
「
『
公
益

法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
の
運
用
指
針
』
に
つ
い
て
」
（
平
成
八
年
一
二
月
一
九
日
公
益
法
人
等
の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
幹
事

会
申
合
せ
）
の
対
応
部
分
を
参
照
。
収
益
事
業
を
除
い
た
事
業
の
規
模
を
、
「
可
能
な
限
り
総
支
出
額
の
二
分
の
一
以
上
で
あ
る
よ
う
に
す
る
」
と
定
め
ら
れ

て
い
る
。

容
に
ふ
さ
わ
し
く
、
良

（
８
）
補
足
説
明
二
頁

（
７
）
創
設
し
よ
う
と
し
て
い
る
新
た
な
法
人
形
態
の
内
容
を
誠
学
上
の
中
間
法
人
に
近
い
も
の
と
す
る
場
合
に
は
、
「
共
益
法
人
」
と
い
う
名
称
は
、
そ
の
内

容
に
ふ
さ
わ
し
く
、
良
い
名
称
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
１
）
 

（
２
）
 

（
３
）
 

（
４
）
 

（
５
）
 

（
６
）
 

文
脈
で
は
、

補
足
説
明
一

竹
内
昭
夫
『
会
社
法
講
義
（
上
）
』
二
四
頁
（
有
斐
閣
、
昭
六
一
）

竹
内
・
前
掲
注
１
．
二
四
’
二
五
頁
。
言
い
換
え
る
と
、
金
銭
・
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
過
り
取
り
は
、
中
間
法
人
と
櫛
成
員
と
の
間
だ
け
で
行
わ
れ
る
。

鈴
木
竹
雄
・
竹
内
昭
夫
『
会
社
法
［
第
三
版
匡
一
五
頁
（
有
斐
閣
、
平
六
）
。

竹
内
・
前
掲
注
１
．
二
四
頁
。

文
脈
で
は
、
「
公
益
法
人
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
の
で
、
講
学
上
の
中
間
法
人
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

一

頁
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〈
喝
）
一
例
と
し
て
、
『
法
制
審
議
会
民
法
部
会
法
人
制
度
分
科
会
第
三
回
会
議
（
平
成
一
一
年
一
一
月
九
日
開
催
）
議
事
録
』
の
一
一
頁
’
三
頁
（
全
三
二
頁
中
）

あ
た
り
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
社
団
法
人
の
大
学
同
窓
会
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ダヘ戸■、￣、

１４１３１２ 
、－プ、－〆、－〆

（
Ⅳ
）
「
法
制
審
議
会
民
法
部
会
法
人
制
度
分
科
会
第
五
回
会
議
（
平
成
一
一
年
一
一
一
月
一
四
日
開
催
）
議
事
録
』
の
二
六
頁
（
全
三
六
頁
中
）
あ
た
り
の
「
私

が
言
う
の
が
適
当
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
」
で
始
ま
る
発
言
中
に
、
「
中
間
法
人
制
度
が
問
題
と
な
り
ま
し
た
…
…
比
較
的
直
接
の
動
因
と
し
て
は

…
…
公
益
法
人
か
ら
の
転
換
の
受
け
皿
と
い
う
一
」
と
が
か
な
り
強
Ｌ
言
わ
れ
て
い
る
…
…
」
と
の
発
言
が
あ
る
。

（
旧
）
例
え
ば
、
公
益
法
人
実
務
研
究
会
編
『
公
益
法
人
の
法
務
・
会
計
・
税
務
』
一
○
一
三
頁
以
下
（
新
日
本
法
規
出
版
、
平
一
一
）
を
参
照
。

（
四
補
足
説
明
三
頁

（
旧
）
例
え
ば
、
八

（
四
）
試
案
一
頁

（
加
）
鈴
木
・
竹
宙

（
則
）
「
繰
り
延
べ

（
犯
）
竹
内
△
閣

兎
）
竹
内
・
前
椙

函
）
試
案
七
頁

（
躯
）
補
足
説
明
一

（
妬
）
「
３
．
１

（
”
）
通
常
は
、
一

（
躯
）
ち
な
み
に
、

に
な
っ
て
い
る
。

詞
）
試
案
九
頁

（
翌
現
在
の
「
社
員
に
対
し
て
利
益
の
配
当
（
剰
余
金
の
分
配
）
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
表
現
で
は
、
対
内
活
動
か
ら
得
た
収
益
の
分
配
だ
け
を

否
定
し
て
い
る
よ
う
に
読
ま
れ
か
ね
な
い
。

補
足
説
明
二
’
三
頁

補
足
説
明
三
’
四
頁

補
足
説
明
四
頁

一
例
と
し
て
、

補
足
説
明
二
五
頁

「
３
．
１
営
利
法
人
性
」
を
参
照
。

通
常
は
、
こ
の
対
内
活
動
か
ら
得
た
収
益
の
分
配
を
「
剰
余
金
の
分
配
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
法
人
税
施
行
令
第
六
条
に
よ
り
、
公
益
法
人
で
は
、
収
益
事
業
の
経
理
と
収
益
事
業
以
外
の
事
業
の
経
理
を
区
分
（
区
分
経
理
）

鈴
木
・
竹
内
・
前
掲
注
３
．
一
五
頁
（
有
斐
閣
、
平
六
）
。
な
お
、
同
一
六
頁
注

「
繰
り
延
べ
ら
れ
た
利
益
配
当
」
と
表
現
し
て
も
良
い
。

竹
内
・
前
掲
注
１
．
二
三
頁

竹
内
・
前
掲
注
１
．
二
四
頁

「
中
間
法
人
（
仮
称
）
制
度
の
創
設
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
」
に
つ
い
て
の
意
見
（
神
谷
）

（
二
も
参
照
。

一
八
九

す
る
こ
と
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⑥
）
対
外
的
な
営
利
活
動
か
ら
得
た
利
益
を
、
み
な
し
寄
付
金
と
し
て
非
収
益
事
業
へ
移
動
し
て
い
た
場
合
は
、
み
な
し
寄
付
金
の
寄
付
が
な
か
っ
た
も
の
と

し
て
計
算
し
直
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

〈
鯛
）
竹
内
・
前
掲
注
１
・
二
三
’
二
四
頁

（
“
）
試
案
一
頁

（
釦
）
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、

「
社
員
や
社
員
で
あ
っ
た
者
に
対
す
る
残
余
財
産
の
処
分
に
つ
い
て
…
当
該
者
の
中
間
法
人
に
対
す
る
総
出
揖
額
（
及
び
こ
れ
に
清
算
時
ま
で
の
法
定
利

息
を
加
え
た
額
）
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
」
〈
補
足
説
明
二
七
－
二
八
頁
）

に
対
し
て
は
、
処
分
さ
れ
る
残
余
財
産
が
対
外
的
な
営
利
活
動
か
ら
得
た
利
益
を
財
源
と
す
る
も
の
で
な
い
限
り
、
異
論
は
出
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
四
こ
こ
で
は
、
「
経
費
」
と
い
う
言
葉
は
通
常
「
法
人
を
継
続
さ
せ
る
た
め
の
費
用
」
を
意
味
す
る
、
と
の
理
解
に
基
づ
い
て
検
討
し
て
い
る
。

、
）
ち
な
み
に
、
公
益
法
人
は
、
収
益
事
業
か
ら
生
じ
た
所
得
に
つ
い
て
の
み
普
通
法
人
の
う
ち
資
本
金
が
一
億
円
以
下
の
法
人
の
八
○
○
万
円
以
下
の
所
得

部
分
に
対
し
て
課
さ
れ
る
税
率
と
同
じ
税
率
の
軽
減
さ
れ
た
法
人
税
を
負
担
し
て
い
る
（
法
人
税
法
六
六
条
・
経
済
社
会
の
変
化
等
に
対
応
し
て
早
急
に
識
ず

べ
き
所
得
税
及
び
法
人
税
の
負
担
軽
減
措
置
に
関
す
る
法
律
一
六
条
）
。
し
か
し
、
転
換
が
必
要
な
公
益
法
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
公
益
性
が
な
い
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
公
益
法
人
が
試
案
の
中
間
法
人
に
転
換
し
た
と
し
て
も
、
対
外
的
な
営
利
活
動
か
ら
得
た
利
益
に
つ
い
て
軽
減

税
率
を
適
用
す
る
必
要
は
な
い
。
対
外
的
な
営
利
活
動
か
ら
得
た
利
益
に
つ
い
て
は
、
普
通
法
人
の
場
合
と
同
様
の
税
率
適
用
の
基
準
を
設
け
、
同
じ
税
率
で

_、グー、

３９３８ 
、￣～=

（
辺
な
お
、
前
記
（
「
３
．
１
営
利
法
人
性
」
）
の
如
く
、
対
内
活
動
か
ら
得
た
収
益
を
財
源
と
す
る
残
余
財
産
を
社
員
に
分
配
し
て
も
、
そ
の
法
人
を
営
利

法
人
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
（
旧
保
険
業
法
の
下
で
の
相
互
会
社
が
そ
の
典
型
で
あ
る
）
。

－、〃￣、"■､〆￣、〆■、〆～

３６３５３４３３３２３１ 
－ン～ジ－－〆－〆－〆

課
税
す
べ
き
で
あ
る
。

補
足
説
明
二
八
頁

補
足
説
明
二
七
頁

竹
内
・
前
掲
注
１
．
二
三
頁

竹
内
・
前
掲
注
１
．
二
三
頁

試
案
一
頁

法
学
志
林
》

補
足
説
明
二
七
頁

補
足
説
明
二
八
頁

第
九
十
八
巻

第
一
号

一
九
○
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届
）
参
考
書
類
規
則
三
条
六
項
と
同
様
の
方
法
。
な
お
、
皿
用
指
針
の
「
７
情
報
公
開
」
も
参
照
。

応
）
「
３
．
３
．
３
公
益
法
人
か
ら
転
換
す
る
場
合
の
残
余
財
産
の
取
り
扱
い
」
を
参
照
。

お
）
詳
し
く
は
、
竹
内
昭
夫
「
保
険
と
共
済
」
江
頭
遜
治
郎
編
『
期
先
生
遮
暦
記
念
八
○
年
代
商
事
法
の
諸
相
』
四
八
一
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
昭
六
○
）
を
参

照
。

「
中
間
法
人
（
仮
称
）
制
度
の
創
設
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
」
に
つ
い
て
の
意
見
（
神
谷
）

一
九
一
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